
 

 

重要事項説明書 
（令和6年4月１日現在） 

 

事業者 

 

（１） 法 人 名   社会福祉法人ノマド福祉会 

 

（２） 法人本部所在地   北海道小樽市赤岩２丁目６６番７号 

 

（３） 電 話 番 号   0134－31－2222 

 

（４） ＦＡＸ番号    0134－31－2260 

 

（５） 代表者氏名   理事長 田尻 稲雄 

 

（６） 設立年月日   1996年3月27日 

 

１ 概 要 

（１）提供できるサービスの種類と地域 

・名称        デイサービスセンターはる北17条 

・住所        札幌市北区北17条西3丁目2-1 

・介護保険指定番号  通所介護・日常生活支援総合事業 （０１７０２０３６５７号） 

・サービス提供する対象地域 

札幌市北区（北6条から北40条、西1丁目から西19丁目、麻生地区・新琴似地区・新川地

区） 

札幌市東区（北6条から北34条、東1丁目から東20丁目、本町地区） 

札幌市西区（八軒地区） 

札幌市中央区（北13条から北22条、西15丁目から西20丁目） 

・建物の構造 

鉄筋コンクリート造 ウイステリアＮ１７ 10階建て1Ｆ 

・建物の延床面積 

通所介護・札幌市通所型サービス 食堂・機能回復訓練コーナー面積133.573㎡ 

・業所の周辺環境 

地下鉄南北線 北18条駅から徒歩2分の場所にあります。 

・通所定員 

４０名 

・開設年月日 

2008年1月7日 

・管理者氏名 

渡部 真哉 

 

 

 



 - 1 - 

（２）営業日及び営業時間 

・営業日   

月曜日から金曜日とする。ただし、年末年始（１２月３０日から１月３日）を除く 

・営業時間 

 午前８時３０分から午後５時３０分までとする 

・サービス提供時間   

     午前９時３０分から午後３時４０分までとする 

 

（３）職員体制 

・管理者       １名 

管理者は、従業者の管理及び業務の実施状況の把握、その他管理を一元的に行う。 

・生活相談員     サービス提供日ごとに１名以上 

生活相談員は、サービスの申し込みに係る調整、利用者、家族からの相談、居宅介護支援事業所や 

他の居宅サービス事業所等、関係機関との連絡調整の業務に当たる。 

・介護職員      サービス単位ごとに常勤換算方法により６名以上 

介護職員は、利用者の心身機能、ニーズに応じた介護、レクリエーション等に当たる。 

・看護職員      サービス単位ごとに１名以上 

看護職員は、利用者の健康管理、緊急時の対応等を中心に看護に当たる。 

   ・機能訓練指導員   １名以上 

機能訓練指導員は、利用者の日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う。ま

た、利用者及びその家族等からの希望に応じて、個別機能訓練計画、運動器機能向上訓練計画を作成

し、利用者の心身状況に応じた機能訓練を実施し、定期的な評価や計画の見直しを行うものとする。 

 

 

（４）当事業所の運営方針 

従業者は、要介護又は要支援認定を受けた方、総合事業対象者のご契約者が可能な限り在宅生活にお

いて、その有する能力に応じた自立生活を送れるように、事業所内の施設・設備を活用しながら、生活

リハビリを取り入れた介護（入浴・食事等）、機能訓練・レクリエーションを提供します。 

全てのご契約者について、通所介護計画を作成し、個別的かつ自立支援を目指すケアを実践します。 

 

２ サービス内容 

① 日常生活上の介護 

  イ 食事 

  ロ 排泄 

  ハ 入浴（一般浴・特殊浴） 

  二 その他必要な身体介護 

※サービス提供時間内において、ご本人の身体状況に合わせて必要以上の過剰介護は行わない様、気

を付けております。日常動作における転倒等事故のリスクもありますので、ご理解の程よろしくお願

い申しあげます。 

② 機能訓練・レクリエーション 

③ 送迎 

④ 相談 事業所内に相談室を設置し、利用者からの相談に適切に対応する 

⑤ 通所サービス計画の立案 
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３ 料 金 

  （Ⅰ）札幌市通所型サービス 

  通所介護相当型 

1. ご 利 用 者 の 

要 介 護 度 

事業対象者 

要支援1 
要支援2 

2. 単 位 数 436単位/回 1,798単位/月 447単位/回 3,621単位/月 

3. 利 用 回 数 1回 月4回以上 1回 月8回以上 

4. 利 用 回 数 （ 上 限 ） 月3回 - 月7回 - 

5. ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算（Ⅰ） 88単位/月 176単位/月 

6. 介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 上記単位数の合計×9.2％ 

7. 地 域 区 分 上記の合計（１～５）×10.14（小数点以下切り捨て） 

8. 合計金額（ 1 0 割） 5，151円 20,888円 5.577円 42.040円 

9. 自己負担額（1割負担の場合） 515円 2,089円 558円 4,204円 

9. 自己負担額（2割負担の場合） 1,030円 4,178円 1,116円 8,408円 

9. 自己負担額（3割負担の場合） 1,545円 6,276円 1674円 12,612円 

 

・「通所介護相当型サービス費」については、サービス提供時間「4時間以上」により 

計算しており、基本月額制となります。 

・サービス提供時間が4時間未満の場合は「時間短縮型」の料金で計算します。 

 ・「科学的介護推進体制加算」については、厚生労働省の「LIFE」に匿名化した情報（ADL値、栄養状態、口

腔機能、認知症の状況、その他の心身の状況など）を提出し、国からのフィードバック情報による契約者

の状態やケアの実績の変化等を踏まえた計画書等の改善を行っていきます。 

 ・「サービス提供体制強化加算Ⅰ」については、介護福祉士の資格保有者が一定割合満割合が満たされている

ため、サービス提供に対して加算がかかることになり、全ての契約者が対象となります。 

・「介護職員処遇改善加算Ⅰ」については、職員の処遇改善を目的にして、 

各種加算を加えた合計額（食事代金は除く）に9.2％相当の加算が加わります。 

  札幌市内の通所介護事業所については、地域区分が「7級地」となり、１単位＝10.14円として計算します。 

・住民税非課税世帯の契約者で、収入・財産等の要件に該当する契約者については、利用料金が減額となる

場合があります。手続き等については、担当のケアマネジャーにご相談下さい。 

・本料金表は、利用回数によっては端数処理のために、若干の違いがでる場合があります。 
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（Ⅱ）通所介護費 

 介護給付（日額+月額） 

1. ご 利 用 者 の 

要 介 護 度 と 

サ ー ビ ス 単 位 数 

要介護1 

584 

単位 

要介護2 

689 

単位 

要介護3 

796 

単位 

要介護4 

901 

単位 

要介護5 

1008 

単位 

2. 入浴加算介助加算Ⅰ 40単位 

3. 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ 56単位 

4. ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算（Ⅰ） 22単位 

5. 介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 上記単位数の合計（1～4）×9.2％ 

6. 地 域 区 分 上記の合計（１～４）×10.14（小数点以下切り捨て） 

7. 合計金額（ 1 0 割） 7,777円 8,933円 10,112円 11,286円 12,472円 

8. 自己負担額（1割負担の場合）  778円 893円 1,011円 1,129円 1,247円 

8. 自己負担額（2割負担の場合） 1,556円 1,786円 2,022円 2,258円 2,494円 

8. 自己負担額（3割負担の場合） 2,334円 2,679円 3,033円 3,387円 3,741円 

 

・「通所介護費」については、当事業所の定員（40名）から「通常規模型」での算定となり 

本料金表では、サービス提供時間「6時間以上7時間未満」により計算しています。 

・「入浴介助加算Ⅰ」については、当施設では、入浴時に必ず職員を介助及び安全確認のために、 

脱衣室・浴室に配置しておりますので、入浴サービスをご利用になる全ての契約者が対象と 

なります（一般浴槽・特殊浴槽ともに同額となります）。 

・「個別機能訓練加算Ⅰ」については、生活機能の維持・向上を図り、居宅において可能 

な限り自立した生活を続ける事を目的としています。個別または目標を持つ小集団で機 

能訓練指導員が直接行う事となっています。実施においては、契約者・ご家族等の同 

意をいただき、個別機能訓練計画に基づいて行った場合に算定されます。 

 ・「サービス提供体制強化加算Ⅰ」については、介護福祉士の資格保有者が一定割合満割合満たされているた

め、サービス提供に対して加算がかかることになり、全ての契約者が対象となります。 

・「介護職員処遇改善加算Ⅰ」については、職員の処遇改善を目的にして、 

各種加算を加えた合計額（食事代金は除く）に9.2％相当の加算が加わります。 

  札幌市内の通所介護事業所については、地域区分が「7級地」となり、１単位＝10.14円として計算します。 

・住民税非課税世帯のご利用者様で、収入・財産等の要件に該当するご利用者様については、利用 

料金が減額となる場合があります。手続き等については、担当のケアマネジャーにご相談 

下さい。 

・本料金表は、１回あたりの利用料金を表していますが、利用回数によっては端数処理のために、    

若干の違いがでる場合があります。 
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(Ⅲ）その他（介護保険外費用） 

① 昼食代              １食    ６９０円 

② 紙おむつ代 

    イ パッドタイプ                 ３０円 

    ロ テープタイプ                 １１０円 

    ハ パンツタイプ                 １４０円 

     

③ 延長料金（ご家族の都合により１時間を超えてサービスを提供する場合 

     最初の１時間まで１.５００円  

以降３０分毎に８００円 

    ※上記の他、レクリエーションにかかる費用等は自己負担となります 

 

 

（２）支払方法 

お支払い方法は、銀行振込、口座引き落としの２通りの中からご契約の際にお選びください。 

利用料金は、毎月末に1ヶ月分を計算し、翌月10日過ぎに請求書を発行いたします。その後、郵便局は毎月

27日、銀行等は22日に引き落としとなります。 

なお、郵便局の引き落としをご希望される場合は手数料 10円、郵便局以外での引き落としをご希望される場

合は、手数料165円をご負担いただきます。取り扱い金融機関等、詳細につきましては、別途ご案内いたしま

す。 

 

４ 緊急時及び事故発生時における対応方法 

・サービスの提供中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が発生したときは、速やかに主治医、家族、

協力医療機関等に対し、適切な対応を行うとともに、管理責任者に報告するものとする。 

 ・事業者は、事故が発生した場合には、その原因を解明し再発を防ぐための対策を講じるものとする。 

 ・居宅介護支援事業所への連絡を行います 

 ・緊急性の高い怪我や病状の際には救急車での緊急搬送になります。 

 

５ 非常災害対策 

事業者は、非常災害（火災、風水害、地震等をいう。）に対する具体的な対策計画を作成し、防火管理者又は

火気・消防等についての責任者を定めておくとともに、非常災害に備えるため定期的に避難・救出訓練を行いま

す。感染症や非常災害の発生時において、利用者に対しサービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体

制で早期の業務再開を図るため、業務継続計画の策定を行います。業務継続計画は、従業員に周知し、定期的に

研修及び訓練を行います。 

 

６ 身体拘束及び虐待防止 

事業者は、身体拘束を基本的に行わないものとします。事業者は、契約者又は他利用者の生命又は身体を保護

するため緊急やむをえない場合に限り身体拘束を行います。やむを得ず身体拘束を行う場合は、身体拘束廃止

委員会にて協議の上、決定することとします。事業者は身体拘束廃止委員会で協議した内容や拘束時期等を、

契約者又は家族に対し説明し、同意を得るものとします。 

事業者は、高齢者の人権を擁護、虐待防止のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、職

員に対し、研修を実施するものとします。 
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  １ 虐待防止に関する責任者は、管理者とします。 

  ２ 事業所内での虐待防止と早期発見、または虐待防止の啓発活動と相談にあたる為に、虐待防止委員会を定

期的に開催します。 

  ３ 事業所内での虐待防止に関する研修を年１回以上開催し、虐待防止の意識を職員間で醸成していきます。 

  ４ 法人内の虐待防止委員会を毎月１回開催し、虐待の芽となる不適切ケアを事前に摘み取れるよう、日々の

ケアを振り返る機会を設けます。 

  ５ 虐待（疑い）を発見した者からの通報があった時は、情報収集を行い、早急に実態調査して虐待の解決に

努めます。 

 

 

７ 苦情処理 

・事業者は利用者等から苦情の申し出が、行いやすい環境を整えるため、事業所に苦情受付担当者、苦情解 

決責任者及び複数の苦情処理第三者委員を設置するものとする。 

・事業所の管理者は、前項について利用者等への周知を図るため、必要な事項を事業所内の目に付きやすい 

場所に掲示するものとする。 

 

 

ご利用者 

相談窓口 

 

 

ご利用時間 月～金曜日 午前８時３０分～午後５時３０分 

 （定休日 土曜日 日曜日・年末年始（１２月３０日～１月３日） 

ご利用方法 電話 ０１１－７２７－２０２０ 

   場所 デイサービスセンターはる北１７条 

      苦情受付担当者 ： 生活相談員 東 知樹 

 

８ 秘密保持 

   ・事業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者又はその家族に関する事項を第三者に漏らすことはし

ません。 

   ・事業者が退職後も、在職中知り得た利用者又はその家族に関する事項を漏らすことのないよう、必要な

措置を講じます。 

   ・事業所では、居宅介護支援事業者との連絡調整等で、利用者又は家族の個人情報を提供するときは、予

め同意を得るものとします。 

 

９ 賠償責任 

 事業所はサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した時は、その被害を賠償します。 

但しご契約者に故意又は過失が認められる場合は事業所ですべての責任を負えない場合もあります。 

 

 

１０ 契約締結から、サービス提供までの流れ 

ご契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、「居宅サービス計画書（ケアプ

ラン）」「介護予防居宅サービス計画」「総合事業サービス・支援計画」の内容を踏まえ、契約締結後に作

成する「通所介護計画」「介護予防通所介護計画」「総合事業サービス計画」に定めます。 

 

１１ 通所介護サービス利用の休止 

通所介護サービスの利用を一時休止した場合、再開の希望があってもすぐに利用再開できない場合もあ

ります。 
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１２  利用者からの頂き物に関する取り扱いについて及び禁止事項について 

・利用者様又はご家族様からの飲食・物品・金銭等の授受は当法人の就業規則の職員禁止行為にあたりま

すことから、ご遠慮させて頂きますのでご理解の程宜しくお願い致します。 

・サービス利用中における利用者間での飲食・物品・金銭等の授受もご遠慮して頂いております。 

・職員、他の利用者様に迷惑が及ぶような宗教活動、営利活動。 

・他利用者様、職員への暴言、暴力、セクハラ行為。（※これらの行為が見られた場合、利用中止とさせ

て頂く場合がございます。） 

 

 

 

デイサービスセンターはる北17条を利用するにあたり、契約書及び重要事項説明書の説明を 

行いました。 

 

令和   年   月   日 

 

 

 

説明者（職名）：           

 

 

 

（氏名）：           印 
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上記の契約を証するため、本書２通を作成し、契約者、事業者が署名押印の上、１通ずつ保有

するものとします。 

 

 

契約締結日            令和         年         月         日 

 

 

【契約者】 

 住    所  札幌市    区                     

 

 

                                                       

 

 

 氏    名                                 印  

 

 

 

【署名代行者】 

 

      私は、本人の契約意思を確認し署名代行いたしました｡ 

 

 

 住    所                          

 

 

                                                           

 

 

                             

氏    名                                 印   

 

 

 

利用者との関係：       

 


